
建設業経営事項審査制度について

２．経営事項審査の有効期間について

　建設業法施行規則では、「建設業法第２７条の２３第１項の建設業者は、同項の建設工

事について、発注者と請負契約を締結する日の１年７月前の日の直後の営業年度終了の日

以降に経営事項審査を受けなくてはならない。」と規定されています。

　経営状況分析（決算期終了後３ヶ月以内）や経営事項審査申請（決算期終了後４ヶ月以

内）が遅れますと、有効期間に空白が生じることになり、深川市の入札に参加する資格が

なくなりますので、営業年度終了後、決算が確定したら速やかに手続きをしてください。

　

　　基準日と有効期間の例（基準日の日付以降に経営事項審査を受けている必要があります。） 

　基　準　日 平成２２年　３月３１日

　有効期間日 平成２３年１０月３１日

　　　　

　

１．経営事項審査とは

　国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうと

する建設業許可業者は、主たる営業所のある都道府県に経営事項

審査の申請を行う必要があります。

　なお、公共工事を直接請け負うことのない建設業者や入札に参

加する意向のない建設業者は、必ずしも経営事項審査を受ける必

必要はありません。

　※詳細は、下記の建設業法第２７条の２３第１項をご覧ください。

　～建設業法（抜粋）～　

　（経営事項審査）

　第２７条の２３　公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの

　　　を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところに

　　　より、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。

　２　前項の審査（以下「経営事項審査」という。）は、次に掲げる事項について、数

　　値により評価をすることにより行うものとする。

　　一　経営状況

　　二　経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項

　３　前項に定めるもののほか、経営事項審査項目及び基準は、中央建設業審議会の意

　　見を聴いて国土交通大臣が定める。　

　（経営状況分析）

　第２７条の２４　前条第２項第１号に掲げる事項の分析（以下「経営状況分析」とい

　　　う。）については、第２７条の３１及び第２７条の３２において準用する第２６

　　　条の５の規定により国土交通大臣の登録を受けた者（以下「登録経営状況分析機

　　　関という。」が行うものとする。

　２　経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営

　　状況分析機関に提出してしなければならない。

　３　前項の申請書には、経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土交通省令

　　で定める書類を提出しなければならない。

　４　登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるときは、経営

　　状況分析の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。


